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 北杜市まちづくり条例施行規則をここに公布する。 

 

  平成２３年３月２５日 

 

北杜市長 

 

北杜市規則第３号 

 

北杜市まちづくり条例施行規則 

(趣旨) 

第１条 この規則は、北杜市まちづくり条例（平成２３年北杜市条例第２号。以下

「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(地区まちづくり市民委員会の認定申請) 

第３条 条例第８条第２項の規定により地区まちづくり市民委員会（以下「市民委

員会」という。）の認定を申請しようとする団体は、地区まちづくり市民委員会認

定（変更）申請書（様式第１号）を、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

(１) 活動計画書 

(２) 規約その他これに類するもの 

(３) 構成員の名簿 

(４) 活動区域を示す図面 

(５) 地区住民等からの支持を得ていることを示す書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、要件の適合について審査し、そ

の結果を地区まちづくり市民委員会認定（非認定）通知書（様式第２号）により

当該団体に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、認定内容の変更について準用する。 

(市民委員会の認定の基準) 

第４条 条例第８条第３項に規定する市民委員会を認定する際の基準は、次に掲げ

るものとする。 

(１) 活動区域の境界は、原則として地形、地物等により設定していること。 

(２) 活動区域は、歴史的、文化的、地理的又は行政的なつながりに配慮した区

域で設定していること。 

(３) 活動区域は、原則として１０，０００平方メートル以上の一団の区域で設

定していること。 
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  (４)  活動区域内には、原則として１０戸以上の居住している住居があること。 

(５) 規約等を定めていること。 

(６) 代表者を定めていること。 

(７) 活動区域を定めていること。 

(８) 地区住民等で構成されていること。 

(９) 地区住民等の自由な参加を保障していること。 

(１０) 市民委員会の認定を受けることについて、地区住民等（居住する者にあ

っては、２０歳に達している者で世帯の代表者とする。）の２分の１以上から

支持を得ていること。 

(１１) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものでないこと。 

(市民委員会の認定の取消し) 

第５条 条例第８条第５項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 

(１) 市民委員会から地区まちづくり市民委員会廃止届（様式第３号）の提出が

あったとき。 

(２) 虚偽その他不正の手段により市民委員会の認定を受けたとき。 

(３) 前条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、認定を取り消すべき事由があると市長が認め

たとき。 

２ 市長は、条例第８条第５項の規定により市民委員会の認定を取り消したときは、

地区まちづくり市民委員会認定取消通知書(様式第４号)により通知するものとす

る。 

(地区まちづくり計画の認定申請) 

第６条 条例第１０条の規定により地区まちづくり計画の認定を申請しようとする

ときは、地区まちづくり計画認定申請書（様式第５号）を、次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 地区まちづくり計画の案の内容を記載した書類 

(２) 地区まちづくり計画の対象区域を示した図面 

(３) 地区住民等の同意を得ていることを示す書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

(地区住民等の同意) 

第７条 条例第１０条第４号の規則で定める基準は、対象区域の地区住民等（居住

する者にあっては、２０歳に達している者で世帯の代表者とする。）の３分の２以

上の同意があることとする。 

２ 前項に定める基準のほか、地区まちづくりルールに関する事項を定める場合に

あっては、次に掲げる同意を要するものとする。 

(１) 地区まちづくりルールを定めようとする対象区域内の土地の所有者等の４
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分の３以上の同意 

(２) 当該対象区域内における地積の合計の４分の３以上の土地の所有者等の同

意 

(地区まちづくり計画の認定) 

第８条 条例第１１条第４項及び第５項の規定による通知は、地区まちづくり計画

認定（非認定）通知書（様式第６号）により行うものとする。 

(地区まちづくり計画の変更) 

第９条 条例第１２条の規定により地区まちづくり計画の変更を申請しようとする

ときは、地区まちづくり計画変更認定申請書（様式第７号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

(建築計画の届出) 

第１０条 条例第１７条第１項の規定による建築計画の概要の届出は、行為に着手

しようとする日の３０日前までに、建築計画（変更）届出書（様式第８号）によ

り行わなければならない。 

(建築計画に係る通知書) 

第１１条 条例第１７条第２項の規定による通知は、建築計画に関する通知書（様

式第９号）によるものとする。 

(建築物の形態等の基準) 

第１２条 条例第１７条第２項及び第３項の規則で定める建築物の形態等の基準は、

別表第１のとおりとし、当該建築計画の土地において地区まちづくり計画を定め

ている場合は、当該地区まちづくり計画の方針及び地区まちづくりルールを併せ

て適用する。 

２ 前項に定める基準により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、決定す

るものとする。 

(開発計画協議申出書) 

第１３条 条例第２１条第２項に規定する申出書は、開発計画協議申出書（様式第

１０号）によるものとし、別表第２に定める図書を添付するものとする。 

(同意後における開発事業の変更) 

第１４条 条例第２１条第１項後段の規定により、同意を得た後において開発事業

の変更を協議する場合は、開発計画変更協議申出書（様式第１１号）によるもの

とする。 

(開発事業の設計基準) 

第１５条 条例第２５条第２項に規定する同意の基準の適用について必要な開発事

業の設計基準は、別表第３のとおりとする。 

(届出) 

第１６条 条例第２８条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それ
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ぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。 

(１) 工事に着手しようとするとき 着手しようとする日の７日前 

(２) 工事を完了したとき 完了の日から７日以内 

 (３) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとする場合 変更しようとする日

の７日前 

 (４) 工事を２月以上休止し、及び当該休止した工事を再開しようとする場合休

止及び再開をしようとする日のそれぞれ１０日前 

 (５) 工事の施工者を変更した場合 変更した日から１０日以内 

 (６) 工事を中止し、又は廃止しようとする場合 中止又は廃止をする日の２０

日前 

 (７) 開発事業を承継したとき 承継した日から１０日以内 

(通知又は届出の様式) 

第１７条 次の各号に掲げる通知又は届出は、当該各号に掲げる書類により行わな

ければならない。 

(１) 条例第２５条第３項の規定による通知 開発計画（変更）協議通知書（様

式第１２号） 

 (２) 条例第２８条第１号の規定による届出 工事着手届（様式第１３号）及び

工事完了届（様式第１４号） 

  (３) 条例第２８条第２号から第５号までの規定による届出 工事（着手時期変

更・完了時期変更・休止・再開・施工者変更・中止・廃止）届出書（様式第

１５号） 

 (４)  条例第２８条第６号の規定による届出 開発事業承継届（様式第１６号） 

 (５)  条例第３３条の規定による届出 開発区域内措置完了届（様式第１７号） 

(完了検査の検査済証) 

第１８条 条例第２９条の規定による完了検査の検査済証は、様式第１８号による

ものとする。 

(立入検査証) 

第１９条 条例第３５条第２項に規定する身分を証する証票は、様式第１９号によ

るものとする。 

(大規模土地取引行為届出書) 

第２０条 条例第３７条の規定による届出は、大規模土地取引行為届出書（様式第

２０号）によるものとする。 

(開発事業構想の届出) 

第２１条 条例第３９条の規定による届出は、大規模開発事業構想届出書（様式第

２１号）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(１) 開発区域の案内図 
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(２) 土地利用構想図 

(３) 良好な住環境の確保のために講ずる施設整備等の図書 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

(開発事業構想の届出が必要な施設) 

第２２条 条例第３９条第３号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。 

(１) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場及びごみ処理施設 

(２) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める施設 

(開発事業構想に係る説明会の報告) 

第２３条 条例第４１条第３項の規定による報告は、大規模開発事業構想説明会結

果報告書（様式第２２号）によるものとする。 

(大規模開発事業に関する意見書等) 

第２４条 条例第４２条第１項の規定による意見書の提出は、大規模開発事業構想

に関する意見書（様式第２３号）によるものとする。 

２ 条例第４３条第１項の規定による見解書の提出は、大規模開発事業構想に関す

る見解書（様式第２４号）によるものとする。 

(まちづくりアドバイザーの派遣等) 

第２５条 条例第４５条第２項に規定するアドバイザーの派遣を要請しようとする

ときは、まちづくりアドバイザー派遣申請書（様式第２５号）により、市長に申

請しなければならない。 

２ アドバイザーは、まちづくりの見地から情報の提供及び専門的助言を行うもの

とする。 

(補則) 

第２６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 (北杜市土地開発事業等の適正化に関する条例施行規則の廃止) 

２ 北杜市土地開発事業等の適正化に関する条例施行規則（平成１６年北杜市規則

第１５９号）は、廃止する。 

 

別表第１（第１２条関係） 

建築物の形態等の基準    

    １小淵沢町及び高根町清里以外の区域区分 

地域拠点区域 区 分 及

び 内 容

／ 

森林保

全区域 

森林共生

区域 

田園集落

区域 
須玉 長坂 

明野・高

根 ・ 大

産業振興区

域 
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泉 ・ 白

州・武川 

基 準 

自然環

境の保

全を図

る（自

然公園

特別地

域、県

有 林

等）。 

主として

森林と建

築物との

調和を図

る。 

主として

農地と建

築物とが

調和した

良好な田

園環境を

形 成 す

る。 

主として良好なまちの環

境を形成する。 

主として産

業振興と周

辺環境との

調和を図る。 

最低敷地

面積(注

１) 

５ ０ ０

平 方 メ

ー ト ル

以上 

３００、

４００、

５００平

方メート

ル 以 上

(注２) 

適正な敷地を確保する。

(注３) 

規

模

形

態

等

（

注

１

） 

緑

化

率

(注

４） 

自然公

園特別

地域の

基準に 

よる。 

森林保全

を 優 先

し、森林

面積に緑

化面積を

加えた面

積の割合

は、敷地

面積に対

して次の

とおりと

する。 

（森林地

内） 

３０パー

セント以

上 

（ そ の

他） 

森林を保

全し、森林

面積に緑

化面積を

加えた面

積の割合

は、敷地面

積の２０

パーセン

ト以上と

する。 

 

適正な緑化率を確保す

る。(注５) 

産業振興区

域において

は、区域の

特性に応じ

て定める。 
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２０パー

セント以

上 

商 店 街

は、７０

パーセン

ト以下 

駅周辺及

び商店街

は、７０

パーセン

ト以下 

建

ぺ

い

率 

４０パー

セント以

下 

５０パー

セント以

下 

上記以外

の 区 域

は、６０

パーセン

ト以下 

上記以外

の 区 域

は、６０

パーセン

ト以下 

６

０

パ

ー

セ

ン

ト

以

下 

商 店 街

は、３０

０パーセ

ント以下 

駅周辺は

４００パ

ーセント

以下 

商 店 街

は、３０

０パーセ

ント以下 

容

積

率 

１００パ

ーセント

以下 

１００パ

ーセント

以下 

上記以外

の 区 域

は、２０

０パーセ

ント以下 

上記以外

の 区 域

は、２０

０パーセ

ント以下 

２

０

０

パ

ー

セ

ン

ト

以

下 

建

築

物

の

高

さ 

１３メー

トル以下 

１３メー

トル以下 

２０メートル以下 

壁面 

位置 

道路境界及び隣地

境界から２メート

ル以上(注６) 

道路境界及び隣地境界か

ら１メートル以上(注６) 
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２小淵沢町及び高根町清里の区域区分 

小淵沢町 高根町清里 

区域Ⅰ 

（中心市街

地地域） 

区域Ⅱ 

（市街地形

成地域） 

区域Ⅲ 

（郊外地域） 

清里駅前 

景観形成 

ゾーン 

清里景観形

成ゾーン 

区 分 及

び 内 容

／基準 

主として良

好なまちの

環境を形成

する。 

主として農

地と建築物

とが調和し

た良好な田

園環境を形

成する。 

主として森林

と建築物との

調和を図る。 

主 と し て

良 好 な ま

ち の 環 境

を 形 成 す

る。 

主として森

林と建築物

との調和を

図る。 

最低敷地

面積 

（注１） 

適正な敷地

を 確 保 す

る。（注３） 

３００、４

００、５０

０平方メー

ト ル 以 上

(注２) 

５００平方メ

ートル以上（た

だし、一部、区

域Ⅱの基準に

よる。） 

適 正 な 敷

地 を 確 保

する。(注

３) 

５００平方

メートル以

上 

規

模

形

態

等

（

注

１

） 

緑

化

率

(注

４) 

適正な緑化

率を確保す

る。（注５） 

森 林 を 保

全し、森林

面積に緑化

面積を加え

た面積の割

合は、敷地

面積の２０

パーセント

以 上 と す

る。 

森林保全を優先

し、森林面積に

緑化面積を加え

た面積の割合

は、敷地面積に

対して次のとお

りとする。 

（森林地内） 

３０パーセン

ト以上 

（その他） 

２０パーセン

ト以上（ただ

し、一部、区域

Ⅱの基準によ

る。） 

適 正 な 緑

化 率 を 確

保 す る 。

(注５) 

森林保全を

優先し、森林

面積に緑化

面積を加え

た割合は、敷

地面積に対

して次のと

おりとする。 

（森林地内） 

３０パーセ

ント以上 

（その他） 

２０パーセ

ント以上 



 - 9 - 

建
ぺ
い
率 

７０パーセ

ント以下 

６０パーセ

ント以下 

５０パーセン

ト以下 

（一般） 

７０パー

セント以下 

（ 共 同 住

宅） 

３ ０ パ

ー セ ン ト

以下 

（一般） 

４０パーセ

ント以下 

（別荘） 

２０パーセ

ント以下 

（ 共 同 住

宅） 

３０パーセ

ント以下 

容
積
率 

３００パー

セント以下 

２００パー

セント以下 

１００パーセ

ント以下 

（一般） 

３００パ

ーセント以

下 

（ 共 同 住

宅） 

１ ０ ０

パ ー セ ン

ト以下 

（一般） 

１００パー

セント以下 

（別荘） 

４０パーセ

ント以下 

（ 共 同 住

宅） 

１００パー

セント以下 

建
築
物
の
高
さ 

２０メート

ル以下 

２０メート

ル以下 

２０メートル

以下 

１ ３ メ ー

トル以下 

（一般） 

１３メート

ル以下 

（別荘） 

２階建であ

って１３メ

ートル以下 

（ 共 同 住

宅） 

１３メート

ル以下 

壁 面 位

置 （ 注

６） 

道路境界及

び隣地境界

から１メー

トル以上 

道路境界及び隣地境界から２

メートル以上 

道 路 境 界

及 び 隣 地

境 界 か ら

１ メ ー ト

ル以上 

道路境界及

び隣地境界

から２メー

トル以上 
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注 

１ 既存建築物の建替え等で基準を満たせない場合は、以下のとおりとする。 

ア 最低敷地面積については、適用を除外する。 

イ 規模形態等については、従前の建築物の数値を超えてはならない。 

２ 田園集落区域（小淵沢町の区域Ⅱ含む）における最低敷地面積は、５００

平方メートル以上を基準とする。ただし敷地が以下の条件に該当する場合は、

この限りでない。 

   ア 下水道に接続し、生活排水処理を行う場合は、３００平方メートル以上

を基準とする。 

   イ 農地転用許可を要する敷地で、下水道に接続できない場合は、４００平

方メートル以上を基準とする。 

３ 地域拠点区域（小淵沢町の区域Ⅰ、清里駅前景観形成ゾーンを含む）にお

ける適正な最低敷地面積とは、概ね３００平方メートルを目安とする。 

４ 緑化率は敷地面積に対する敷地内緑化の水平投影面積の割合とする。 

５ 地域拠点区域（小淵沢町の区域Ⅰ、清里駅前景観形成ゾーンを含む）にお

ける適正な緑化率とは、概ね１０パーセントを目安とする。 

６ 壁面位置については、旧街道沿いの街並み地区や良好な街並みを有する集

落地及び沿道の商業地区並びに景観上良好な建築物や付属施設の保存等の場

合は、市長と協議するものとする。    

別表第２（第１３条関係） 

開発計画協議申出書の添付書類一覧表 

書類・図面の名称

及び区分 

縮尺（表示縮尺以

上） 
土地開発 工作物 明示すべき事項 

事業計画書 

（様式第２６号） 
  ○ ○   

近隣関係者一覧表 

（様式第２７号） 
  ○ ○   

開発事業施行の同

意書（様式第２８

号） 

  ○ ○ 

権利者及び近隣

関係者（必ず全

体計画及び計画

図の確認を受け

ること。） 

土地の登記事項証

明書 
  ○ ○   

位置図及び案内図 
１／２，５００ 

～ 
○ ○ 区域の明示赤枠 
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１／１０，０００ 

土地現況図 １／２，５００ △ △   

現況写真  ○ ○ 
４方向以上から

の撮影 

公図の写し １／５００ ○ ○ 

開発区域及び近

隣土地所有者の

氏名及び地目を

記入 

求積図 

１／５０ 

～ 

１／２５０ 

△    

土地利用計画図 

１／５０ 

～ 

１／２５０ 

○ ○ 

道路・水路の位

置及び形状、予

定建築物の位置

その他敷地内に

設ける施設、緑

地等 

造成計画平面図 １／１，０００ △ △ 

擁壁の位置及び

構造並びに敷地

地盤高 

造成計画断面図 １／１，０００ △ △   

雨水排水計画平面

図 
１／５００ ○ ○   

雨水排水計画断面

図 
１／２５０ ○ ○   

給水及び排水計画

図 
１／５００ △    

道路断面図 １／１００ △    

消防水利図 １／５００ △ △   

建物（工作物）平

面図 
１／５００ △ ○   

建物（工作物）立

面図 
１／５００ △ ○   

構造物詳細図 １／１００ △ △ 

擁壁、水路、貯

水槽、ごみ置場

等 
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開発資金計画書  △ △   

関係行政区説明会

等報告書 
 ○ ○  

その他市長が必要

と認めるもの 
 △ △   

備考 ○印は添付する書類を、△印は必要に応じて添付する書類を示す。 

 

別表第３（第１５条関係） 

開発事業の設計基準 

開発事業の対象

区 分 
開発事業の同意に要する設計の基準 

街 区   １ 街区は、十分な幅員で通行上支障のない道路に接して

いること。 

２ 街区の規模は、土地の利用目的、地形、日照等を考慮

して定められていること。 

幅 員 １ 道路の幅員は、通行上支障のないものであること。 

２ 主要な道路の幅員は、開発区域に見合ったものである

こと。 

３ 幅員が著しく大きい道路にあっては、縁石、柵等によ

り歩車道が分離されていること。 

構 造  道路の構造は、アスファルト又はセメントのコンクリー

ト等の舗装（ただし、小規模で便益上支障のないものは、

この限りでない。）を施され、安全で円滑な交通に支障を

及ぼさないものであり、かつ、雨水等を有効に排出するた

めに必要な側溝、街渠等の適当な施設が設けられているこ

と。 

行き止ま

り道路 

 道路は、行き止まりでないこと。地形上その他やむを得

ず行き止まりにする場合は、終端及び幅員のない道路にあ

っては、適宜適当な車両の回転広場が設けられているこ

と。 

すみ切り  道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、その角

地にあっては、必要に応じてすみ切りが設けられているこ

と。 

道 路 

階段道路  道路は、階段状でないこと。ただし、専ら歩行者の通行

の用に供する道路で通行の安全上支障がないと認められ

る場合は、この限りでない。 

きょ 
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防護施設  道路の屈折、道路に接する崖、水路等その他の交通上危

険のある箇所がある場合は、防護柵その他適当な防護施設

が設けられていること。 

公園・緑

地・広場 

   公園、緑地又は広場は、開発区域の中に適正に配置され

ていること。 

排水施設    開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力・、利水の

状況その他の状況を勘案して、当該開発区域内の下水（雨

水、処理された汚水等をいう。）を有効かつ適切に排出で

きるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川そ

の他の公共の水域に接続していること。ただし、放流先の

排水能力によりやむを得ないと認められるときは、当該開

発区域において一時雨水を貯留する調整池その他の適当

な施設を設けることを妨げない。 

  構 造 １ 排水施設の構造は、コンクリート、石材等堅固で耐久

力及び耐久性がある材料で造られ、並びに漏水の防止に

ついて必要な措置が講じられ、かつ、清掃又は維持管理

が容易なものであること。 

２ 排水施設は、道路及び他の公共施設の維持管理のため

に支障のない場所に設けられていること。 

３ 排水施設のうち暗渠である構造の部分に係る次の箇

所にあっては、ます、マンホール等が設けられているこ

と。 

ア 管渠の始まる箇所 

 イ 流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所 

給水施設    開発区域内の生活用水は、原則として市営水道の供給が

受けられること。この場合において、市営水道による供給

が受けられないときは、衛生上適当なもので、かつ、当該

区域内に居住する予定の人口に応ずる必要量を満たすも

のであること。 

消防水利    開発区域又はその周辺に消防水利として利用できる河

川、水路、池沼等がない場合は、被災時に備えた消防用の

水利施設が設けられていること。 

地 盤    地盤が軟弱な土地、出水のおそれのある土地又は著しく

傾斜した土地等が開発区域内にある場合は、地盤改良、盛

土、段切り等安全のための必要な措置が講じられているこ

と。 

きょ 
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擁 壁    擁壁は、開発区域内のがけ面、切土面又は盛土面の保護

のために設けられていること。 

備考 この表の基準の実施に関し必要な技術的細目は、別に定める。 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

地区まちづくり市民委員会認定(変更)申請書 

 

年  月  日 

 

 北杜市長    様 

代表者住所               

代表者氏名            ㊞ 

電 話 番 号   （  ） 

 

北杜市まちづくり条例第８条第２項の規定により、地区まちづくり市民委員会の

認定について次のとおり申請します。 

市民委員会

の 名 称 
 

所 在 地  

設立年月日       年  月  日 

構 成 員 数                   人 

団体の目的

及び活動の

方 針 

 

団 

 

体 

 

の 

 

概 

 

要 活動の経過

及 び 予 定 

 

添 付 書 類 

□活動計画書 □ 規約等 □ 構成員名簿 

□対象区域図（活動区域）□ 同意者確認書類  

□（変更の場合）変更内容の分かる書類  

□ その他（      ） 
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様式第２号（第３条関係） 

 

地区まちづくり市民委員会認定(非認定)通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

  北杜市長        ㊞ 

 

  年  月  日付けで申請書の提出を受けた地区まちづくり市民委員会の

認定について、 

 

市民委員会の名称 

 

活 動 区 域 

 

認 定 の 条 件 

(非認定の場合

は、その理由) 

 

次のとおり認定します。 

次の理由により認定できません。 
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様式第３号（第５条関係） 

 

地区まちづくり市民委員会廃止届 

 

年  月  日 

 

  北杜市長    様 

代表者住所 

代表者氏名         ㊞ 

電 話 番 号  （  ） 

       

年  月 日付けで認定を受けた地区まちづくり市民委員会について、下記

の理由により廃止したので届け出ます。 

 

市民委員会の名称 
 

廃止した日 
 

廃 止 の 理 由 
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様式第４号（第５条関係） 

 

地区まちづくり市民委員会認定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

北杜市長        ㊞ 

       

   年  月  日付けで認定した地区まちづくり市民委員会について、下記

の理由により取り消したので通知します。 

 

市民委員会の名称 
 

取消しをした日 
 

取 消 し の 理 由 
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様式第５号（第６条関係） 

 

地区まちづくり計画認定申請書 

 

年  月  日 

 

  北杜市長    様 

代表者住所 

代表者氏名         ㊞ 

電 話 番 号  （  ） 

 

北杜市まちづくり条例第１０条の規定により、地区まちづくり計画の案について、

次のとおり申請します。 

 

市民委員会の名称 
 

地区まちづくり計

画の名称 

 

地区まちづくり区

域の面積 

 

添付書類 

□ 地区まちづくり計画案 

□ 計画対象区域図面 

□ 同意者確認書類 

□ その他(        ) 
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様式第６号（第８条関係） 

 

地区まちづくり計画認定(非認定)通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

                      北杜市長       ㊞ 

 

  年  月  日付けで申請書の提出を受けた地区まちづくり計画案の認定

について、 

 

市民委員会の名称 
 

地区まちづくり計

画の名称 

 

認 定 の 条 件 

( 非 認 定 の 場 合

は、その理由) 

 

次のとおり認定します。 

次の理由により認定できません。 
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様式第７号（第９条関係） 

 

地区まちづくり計画変更認定申請書 

 

年  月  日 

 

  北杜市長    様 

代表者住所 

代表者氏名        ㊞ 

電 話 番 号  （  ） 

 

北杜市まちづくり条例第１２条の規定により、地区まちづくり計画の変更につい

て、次のとおり申請します。 

 

市民委員会の名称 
 

地区まちづくり計

画の名称 

 

変更の理由 
 

変 更 前 変 更 後 

変更の概要 

  

添付書類 

□ 変更内容の分かる図書 

□その他(        ) 
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様式第８号(第１０条関係) 

建築計画(変更)届出書 

年  月  日 

 北杜市長     様 

         建築主        

住   所 

氏   名              ㊞ 

                    電話番号   (   ) 

     北杜市まちづくり条例第１７条第１項の規定により、次の建築計画について届け出

ます。 

建 築 計 画 の 場 所   

建築計画の着手日及び完

了日 

着手    年   月   日 

完了    年   月   日 

□新築 □増築 □改築 □移転 

建 築 計 画 の 種 類 
□一般住宅 □別荘 □アパート □その他（  ） 

宅地 田 畑 山林 その他 合計 
敷 地 面 積 

   ㎡   ㎡   ㎡   ㎡   ㎡   ㎡ 

延 べ 床 面 積                     ㎡ 

建 築 面 積                     ㎡ 

緑 化 率                      ％ 

建 ぺ い 率                     ％ 

容 積 率                     ％ 

建 築 物 の 高 さ                     ｍ 

設

計

の

概

要 

壁 面 位 置 

(道路及び隣地から

の後退距離) 

道路境界から 

           

              ｍ 

隣地境界から 

            

                   ｍ 

変更の概要（変更届出の

場合のみ記入） 
 

添 付 書 類 

□土地の登記事項証明書□公図 □建築物の平面図、立

面図、配置図 □案内図 □関係法令の許可を得ている場

合は写し □その他(       ) 
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様式第９号（第１１条関係） 

 

建築計画に関する通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 北杜市長           ㊞ 

 

  年  月  日付けで届出のあった下記の行為については、適合する（非適

合）と認めたので通知します。 

 

建築計画の名称 
 

建築計画の場所 
 

適合条件 

 

(非適合の場合は、

その指導内容) 

 

注）工事の着手には、建築基準法に基づく建築確認申請又は建築工事届が必要とな

りますので、当該建築地に必要な手続きを必ず行うこと。 
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様式第１０号（第１３条関係） 

 

開発計画協議申出書 

 

                             年  月  日 

 

北杜市長  様 

 

事業者 住  所 

氏  名         ㊞ 

電話番号  （  ） 

 

担当者 氏  名 

 

北杜市まちづくり条例第２１条第２項の規定により協議します。 

 

開 発 事 業 の 目 的 
 

 

開発区域の地名地番  

開 発 区 域 の 面 積 
山林      田      その他 

原野      畑       計      ㎡ 

建築物（工作物）の用

途 及 び 規 模 

高さ       （延べ床面積） 

計 画 戸 数 及 び 人 口 戸       人 

工 事 の 着 手 年 月 日 年   月   日 

工事の完成予定年月日 年   月   日 

工 事 施 工 者 の 

住 所 及 び 氏 名 

 

 

電話 

設計者の住所及び氏名 

 

 

電話 
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様式第１１号（第１４条関係） 

 

開発計画変更協議申出書 

 

    年  月  日 

 

北杜市長 様 

 

事業者 住  所 

氏  名       ㊞ 

電話番号  （  ） 

 

北杜市まちづくり条例第２１条第１項後段の規定により、同意を受けた以下の開

発事業等において変更箇所が生じたため、協議を申し出ます。 

 

確 認 番 号 年  月  日        第   号 

計画変更の理由  

計画変更の内容  

 協議済みの内容 変更協議の内容 

所   在   

開発区域の面積 ㎡ ㎡ 

工 事 施 工 者   

設 計 者   

 面積（㎡） 比率（％） 面積（㎡） 比率（％） 

     

     

     

     

     

     

     

     

土

地

利

用

計

画 

合  計     
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 協議済みの内容 変更協議の内容 

道 路 計 画   

公園緑地計画   

雨水排水計画   

汚水処理計画   

給 水 計 画   

消防用施設計画   

ごみ処理計画   

   

   

事 

 

業 

 

計 

 

画 

   

建 築 面 積 ㎡ ㎡ 

延 べ 床 面 積 ㎡ ㎡ 

総 施 設 面 積 ㎡ ㎡ 

建 物 の 高 さ ｍ ｍ 

階 数 階 階 

意 匠 計 画   

   

   

建

築

計

画 

   

添付書類 

□変更内容の分かる図面等 
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様式第１２号（第１７条関係） 

 

 

開発計画(変更)協議通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

事業者   様 

 

 

北杜市長      ㊞ 

 

 

  年  月  日付けで開発計画（変更）協議申出書により申出のあった開発事 

業については、審査検討の結果、   

 

記 

 

１ 工事の施工については、北杜市まちづくり条例に記載された事項並びに関係

各課との協議の顛末及び報告した内容を遵守すること。 

 

２ 工事中は、周辺住民に迷惑をかけないよう十分留意すること。 

 

３ 事業の実施については、関係法令に基づく許認可を受けること。 

 

４ 特記事項 

 

次の条件を付して当該事業に同意します。 

次の内容のため同意できません。 
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様式第１３号（第１７条関係） 

 

 

工事着手届 

 

                             年  月  日 

 

 北杜市長   様 

 

 

事業者 住所 

氏名          ㊞ 

 

 

  年  月  日付け  第   号で同意を受けた開発事業について、次のと

おり着手したので届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工 事 場 所 

 

３ 着 手 年 月 日 

 

４ 完了予定年月日 

 

５ 請 負 者    住  所 

氏  名 

電話番号 
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様式第１４号（第１７条関係） 

 

 

工事完了届 

 

                              年  月  日 

 

北杜市長 様 

 

 

事業者 住所 

氏名           ㊞ 

 

 

  年  月  日付け  第   号で同意を受けた開発事業について、次のと

おり完了したので届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 工 事 名 

 

２ 工 事 場 所 

 

３ 工事着手年月日 

 

４ 工事完了年月日 

 

５ 請 負 者  住  所 

氏  名 

電話番号 
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様式第１５号（第１７条関係） 

着 手 時 期 変 更 

完 了 時 期 変 更 

工事  休 止 ・ 再 開 届出書 

施 工 者 変 更 

中 止 ・ 廃 止 

 

                             年  月  日 

北杜市長   様 

 

事業者 住所 

氏名        ㊞ 

 

北杜市まちづくり条例第２８条第２号から第５号までの規定により、下記のとお

り届け出ます。 

 

記 

 

協 議 通 知 書 番 号 年  月  日     第    号 

着手時期・完了時期・工事施工者 

変更前  変 更 事 項 

変更後  

変 更 事 由 
 

 

工事再開（廃止）時期 年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 中 止 時 期  

防 災 措 置  

※ 受 付 番 号  

※ 処 理 年 月 日  

注）１ 防災措置の欄は、工事の中止及び廃止の届出の場合に記載すること。 

  ２ 工事の中止及び廃止の届出の場合は、防災措置を明らかにした図面を添付

すること。 

  ３ 工事の中止、再開及び廃止の届出の場合は、工事の状況を明らかにした図

面を添付すること。 
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様式第１６号（第１７条関係） 

 

 

開発事業承継届 

 

                              年  月  日 

 

北杜市長 様 

 

 

事業者(承継者) 住所 

氏名         ㊞ 

 

 

開発事業を承継しましたので、北杜市まちづくり条例第２８条第６号の規定によ

り届け出ます。 

 

記 

 

住 所  
承 継 者 

氏 名  

住 所  
被承継者 

氏 名  

協 議 通 知 書 番 号 年  月  日    第   号 

承 継 年 月 日      年  月  日 

承 継 の 理 由 

 

開 発 事 業 の 目 的 

 

 

開発区域の地名地番  
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様式第１７号（第１７条関係） 

 

開発区域内措置完了届 

 

年  月  日 

 

北杜市長  様 

事業者 住所 

氏名          ㊞ 

 

年  月  日付け 第 号による措置命令に基づく措置が完了した

ことから、北杜市まちづくり条例第３３条の規定により届け出ますので、検査して

ください。 

 

記 

 

開 発 事 業 の 内 容  

開発区域の地名地番  

通 知 書 番 号 年  月  日   第   号 

措 置 の 内 容 

 

 

措 置 完 了 年 月 日 
 

備       考  

注） 措置した事項を具体的に記載した図面を添付すること。 
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様式第１８号（第１８条関係） 

 

 

検 査 済 証 

 

第     号 

                             年  月  日 

 

事業者 住 所 

氏 名 

 

北杜市長         ㊞ 

 

 

次の工事は、   年  月  日検査の結果、北杜市まちづくり条例第２１条

第１項の規定による開発事業の同意の内容に適合していることを認めます。 

 

 

 

 

 

１ 協議通知書番号        年  月  日    第   号 

 

 

２ 開 発 区 域     北杜市 

 

 

３ 用 途 
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様式第１９号（第１９条関係） 

（表） 

 

第   号 

 

身 分 証 明 書 

職氏名 

年  月  日生 

 

上記の者は、北杜市まちづくり条例第３５条第１項に規定する立入検査を行う

職員であることを証明する。 

 

年  月  日交付 

 

北杜市長       ㊞ 

 

（裏） 

 

北杜市まちづくり条例（抄） 

（立入検査） 

第３５条 市長は、この節の規定による必要な限度において、その職員に、開発区

域内の土地に立ち入らせて工事の状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（罰則） 

第５０条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

(１)  第２１条の規定に違反して開発事業を行った者 

(２)  第２９条の規定による工事の完了検査又は第３５条第１項の規定による

立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

(３) 第３２条の規定による命令に違反した者 

２ （略） 
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様式第２０号(第２０条関係) 

 

大規模土地取引行為届出書 

                             年  月   日  

 北杜市長    様 

 

                       住  所 

                       氏  名        ㊞ 

                       電話番号   (   ) 

 

 北杜市まちづくり条例第３７条の規定により、次のとおり届け出ます。 

住所  譲 
渡 
人 氏名  

住所  

氏名  
譲 
受 
人 

業種 
不動産業・建設業・金融保険業・製造業・商業・運輸倉庫業 

その他（                     ） 

契約態様 （所有権・地上権・借地権・その他）の（移転・設定） 

契約締結予定日     年    月    日 

契 
約 
当 
事 
者 
に 
関 
す 
る 
事 
項 

主な土地利用 

目的 
 

所在 地目 面積（平方メートル） 番 

号 地名 地番 登記簿 現況 登記簿 実測 

 

 

 

 

 

      

合計       筆  計 計 

届出に係る権利 

所有権 所有権以外の権利 番 

号 

利用の

現況 所有者の

住 所 

所有者の

氏 名 
種 別 内容 

権 利 者 の 

住 所 

権 利 者 の 

氏 名 

土 

地 

に 

関 

す 

る 

事 

項 
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移転又は設

定に係る権

利 

移転又は設定に係る権利以外の権利 

所有権 所有権以外の権利 

番 

号 
種類 概要 

種別 内容 
所有者

の住所 

所有者

の氏名 
種別 内容 

権利者

の住所 

権利者

の氏名 

当
該
土
地
に
存
す
る
建
築
物
そ
の
他
工
作
物
に
関
す
る
事
項 

 

 

 

          

添付書類 

□位置図 

□案内図 

□公図の写し 

□大規模土地取引行為に係る土地及びその周辺の状況を示

す写真 

□その他（   ） 

住所  

氏名  この届出に

係る連絡先 

電話番号  
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様式第２１号（第２１条関係） 

 

大規模開発事業構想届出書 

 

    年  月  日 

 

北杜市長     様 

 

事業者 住  所 

氏  名        ㊞ 

電話番号 

 

担当者 氏名 

 

北杜市まちづくり条例第３９条の規定により届け出ます。 

 

開 発 事 業 の 目 的 
 

開発区域の地名地番  

開 発 区 域 の 面 積 

山林        田        その他 

原野        畑         計      ㎡ 

建築物(工作物)の用途

及 び 規 模 

高さ       （延べ床面積） 

計 画 戸 数 及 び 人 口 戸       人 

工事の着手予定年月日 年   月   日 

工事の完成予定年月日 年   月   日 

地区まちづくり計画 あり(名称            ) ・ なし 
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事 業 計 画 書 

種  別 面  積 比  率 配置の方針 

道   路 ㎡ ％  

公   園    

その他の公

共施設 

   

公

共

施

設 

小  計    

教 育 施 設    

商 業 施 設    

その他の公

共施設 

   

公

益

施

設 

小  計    

住 宅 施 設    

    

    

そ

の

他 

小  計    

土 

 

地 

 

利 

 

用 

 

計 

 

画 

合   計    

 申請部分 申請以外の

部分 

合  計 建ぺい容積率 

敷 地 面 積     

建 築 面 積     

延べ床面 積     

総施設面 積 ㎡ 総施設面積率 ％ 

建物の高 さ ｍ 構    造  

階    数 地上   階     地下   階 

道 路 計 画 
 

 

公園緑地計画 
 

 

 

事 

 

 

 

業 

 

 

 

雨水排水計画  
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汚 水 処 理 計 画 
 

 

給 水 計 画 
 

 

消防用施設計画 
 

 

ご み 処 理 計 画 
 

 

防 災 施 設 計 画 
 

 

防 犯 灯 計 画 
 

 

駐 車 場 計 画 
 

 

日 照 対 策 
 

 

電 波 障 害 対 策 
 

 

公 害 防 止 計 画 
 

 

施設維持管理計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

画 

 

 

の 

 

 

内 

 

 

容 

埋蔵文化財の対応 
 

 

添付書類 

□開発区域の案内図 □土地利用構想図 □良好な住環

境の確保のために講ずる施設整備の図書 □その他

（   ） 
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様式第２２号（第２３条関係） 

 

大規模開発事業構想説明会結果報告書 

 

  年  月  日 

 北杜市長  様 

 

                   事業者 住  所 

                       氏  名        ㊞ 

                       電話番号    （ ） 

                  

 北杜市まちづくり条例第４１条第３項の規定に基づき、以下のとおり報告します。 

施 行 場 所  

説 明 の 内 容 
 

開 催 日 時   年  月  日  時から  時まで 

開 催 場 所  

説 明 者 の 氏 名  
説 明 会 の 状 況 

出 席 者 数  

出された意見、回答等 

意見 回答 

  

  

  

  

  

添 付 書 類 
□説明会議事録 □説明会配布資料 □その他（   ） 
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様式第２３号（第２４条関係） 

 

大規模開発事業構想に関する意見書 

 

公表している開発事業構想に対して御意見がある場合は、この用紙に記入し、末

尾に示す提出先まで提出してください。 

 なお、この意見書は、北杜市まちづくり条例第４２条第１項の規定により行われ

るものであり、この意見書は北杜市を経由して、事業者に送付されます。 

住 所  

氏 名  意 見 書 提 出 者 

電 話 番 号  

事 業 者 名  

施 行 場 所  

 

意 見 書 提 出 日   年  月  日 

 注） 意見書の提出先及び提出方法 

   この意見書は、北杜市役所建設部まちづくり推進課建築開発指導担当まで、

御持参ください。 
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様式第２４号（第２４条関係） 

 

大規模開発事業構想に関する見解書 

 

 年  月  日 

 

北杜市長   様 

 

                  事業者 住  所 

                      氏  名         ㊞ 

                      電話番号  （ ） 

 

 北杜市まちづくり条例第４３条第１項の規定により、先方の提出された意見につ

いて当方の見解書を提出します。 

開発事業構想の内容 

（ 用 途 ） 
 

施 行 場 所  

 

先方の意見（要約） 当 方 の 見 解 

  

  連絡先 （住 所） 

      （氏 名）          （電話番号      ） 
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様式第２５号(第２５条関係) 

 

まちづくりアドバイザー派遣申請書 

  年  月  日 

 

  北杜市長    様 

 

   団体等の名称          

住    所          

代 表 者 名        ㊞ 

電    話  （ ）     

 

活 動 目 的   

活 動 内 容   

助 言 等 希 望 内 容   

派 遣 希 望 日   

派 遣 希 望 場 所   

備 考   
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様式第２６号（別表第２関係） 

事業計画書 

種  別 面  積 比  率 配置の方針 

道   路 ㎡ ％  

公   園    

その他の公

共施設 

   

公

共

施

設 

小  計    

教 育 施 設    

商 業 施 設    

その他の公

共施設 

   

公

益

施

設 

小  計    

住宅施設    

    

    

そ

の

他 

小  計    

土 

 

地 

 

利 

 

用 

 

計 

 

画 

合   計    

 申請部分 申請以外の

部分 

合  計 建ぺい容積率 

敷 地 面 積     

建 築 面 積     

延べ床面 積     

総施設面 積 ㎡ 総施設面積率 ％ 

建物の高 さ ｍ 構    造  

階    数 地上    階   地下    階 

屋根の形 態 傾斜屋根     陸屋根 

建物の色 彩  

 

 

 

 

 

 

事 

 

 

 

 

業 道 路 計 画 
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公園緑地計画 
 

 

雨水排水計画 
 

 

汚水処理計画 
 

 

給 水 計 画 
 

 

消防用施設計画 
 

 

ごみ処理計画 
 

 

防災施設計画 
 

 

防 犯 灯 計 画 
 

 

駐 車 場 計 画 
 

 

日 照 対 策 
 

 

電波障害対策 
 

 

公害防止計画 
 

 

施設維持管理 

計     画 

 

 

埋蔵文化財の 

対     応 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

画 

 

 

 

 

の 

 

 

 

 

内 

 

 

 

 

容 

備     考 
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様式第２７号（別表第２関係） 

 

近隣関係者一覧表 

 

関係の種類 関係所在地番 権利者の氏名 備考 

    

注）関係の種類の欄には、地区役員名、隣接者及び隣接土地使用者等の種別を記入

すること。 

  関係所在地番の欄には、隣接者については隣接地の地番を記入すること。 
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様式第２８号（別表第２関係） 

 

開発事業施行の同意書 

 

北杜市          番地における開発事業について、同意を求めます。 

 

事業者 住 所 

氏 名          ㊞ 

 

開発概要 

１ 開発事業面積          ㎡ 

２ 開発の目 的                       

３ 給 水 計 画                       

４ 汚水処理計画                       

５ 雨水排水計画                       

６ ごみ処理計画                       

７ 道 路 計 画  現状幅員    ｍ  計画幅員    ｍ 

（建築計画がある場合） 

後退距離について  隣地からの後退距離    ｍ（基準は隣地２ｍ） 

８ その他                          

 

 私は、開発事業の計画内容を理解し、異議なく同意します。 

同   意   者 同意者所有地

の地名地番 
地目 

住   所 氏   名 印 

同意の日 

      

      

      

      

      

      

      

（必ず本人が、署名してください。） 


